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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 
 平成20年３月28日に提出いたしました第58期（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日）有価証券報告書

の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  ３ 配当政策 

  ６ コーポレートガバナンスの状況 

 

３【訂正箇所】 
 訂正箇所は を付して表示しております。 

 

第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

   ３【配当政策】 

   （訂正前） 

     当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけております。配当につきまして

は継続的かつ安定的に実施して行くことを基本としつつ、連結ベースの配当性向35％を目標として、経営

環境等も勘案した上で実施してまいります。また、配当に加えて自己株式取得も機動的に組み合わせて行

うことにより実質的な株主還元の一層の強化を図っていきたいと考えております。 

内部留保金につきましては、企業価値の増加を図るために、環境に対応した新技術の研究開発、品質保

証体制の整備・拡充、新規事業の開拓等を中心に効率的に活用してまいります。 

このような方針のもと、当期の配当につきましては、１株につき中間配当金14円及び期末配当金14円を

含めまして、年間配当金28円を予定しております。 

当社は、「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨

を定款に定めております。 

（以下省略） 

 

（訂正後） 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけております。配当につきまして

は継続的かつ安定的に実施して行くことを基本としつつ、連結ベースの配当性向35％を目標として、経営

環境等も勘案した上で実施してまいります。また、配当に加えて自己株式取得も機動的に組み合わせて行

うことにより実質的な株主還元の一層の強化を図っていきたいと考えております。 

内部留保金につきましては、企業価値の増加を図るために、環境に対応した新技術の研究開発、品質保

証体制の整備・拡充、新規事業の開拓等を中心に効率的に活用してまいります。 

また、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。 

このような方針のもと、当期の配当につきましては、１株につき中間配当金14円及び期末配当金14円を

含めまして、年間配当金28円を実施させていただきます。 

当社は、「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨

を定款に定めております。 

（以下省略） 
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    ６【コーポレートガバナンスの状況】 

  （訂正前） 

   (1)～(6) 省略 

   (7) 株主総会の特別決議要件 

     （以下省略） 

 

  （訂正後） 

   (1)～(6) 省略 

   (7) 中間配当の決定機関 

      当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日

として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

   (8) 株主総会の特別決議要件 

     （以下省略） 




